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○

平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
三
百
五
十
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
情
報
）

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
三
号
）
第
四
条
第
一
号
（
同

令
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
情
報
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
（
同
令
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
情
報
は
、
機
構
に
よ
り
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
券
面
事
項
入
力
補
助
情
報
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
告

示
第
三
百
十
四
号
）
第
４
の
１
の
(2)
の
エ
に
規
定
す
る
券
面
事
項
入
力
補
助
情
報
を
い
う
。
）
に
係
る
情
報
と
す
る
。 

附

則
（
令
和
二
年
総
務
省
告
示
第
百
六
十
九
号
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
三
年
総
務
省
告
示
第
三
百
二
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
七
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
告
示
第
十
六
号
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


